『切紙』にある所謂「道三流医則五十七条」
※冒頭のアラビア数字は条数を数えるためのものであり、原文はすべて「一」によって数え上げられている。
※寛永二十年刊本によったが、それには訓点がついている。返り点についてはこれを省略する。
※〔〕はできる限りその訓点を活かした書き下し文である。黒字の（）はもともと記されているふりがなである。（＝青字）で示している部分は、補った送り仮名、漢字あるいは刊本の訓読によらず、現代の書き下し文として読みやすいと考えたものである。「則」を「ときは」「は」と読まず、「レバ則」で読んだなどがその例であるが、ただ「則」字は訓み方が何通りかあり、一定しない。
一　五十七箇條

医工宜慎持之法

１　一　慈仁

２　一　察脈証而可定病名之事。〔脈証を察して病名を定むべき事〕
３　一　必先可察患者旨信与惰猜也。〔必ず先づ患者の旨信と惰猜とを察するべきなり〕
４　一　百病可察初受盛甚困危事。〔百病初受と盛甚と困危とを察すべきこと〕
５　一　不執一識矣〔一識を執らざれ〕
６　一　不可拘古方而通旧法則佳也。〔古方に拘はるべからず、而も旧法に通ずるは（＝れば則ち）佳ならん〕
７　一　可殫四知之術事。〔四知の術を殫くすべきこと〕
８　一　暴新病久痼疾可別治也。〔暴新病・久痼疾別して治すべきなり〕
９　一　可問素常肥痩矣。〔素常の肥痩を問ふべし〕
10　一　可辨察病因也。〔病因を弁察すべきなり〕
11　一　随方土而異治則佳也。〔方土に随いて異治するは（＝異治すれば則ち）佳なり〕
12　一　治未病不治已病。〔未病を治して已病を治せざれ〕
13　一　四時正気与不正気、預可勘知之。〔四時の正気と不正気と、預め之を勘知するべし〕
14　一　信巫不信医之患者、治之而無効。〔巫を信じて医を信ぜざるの患者、之を治するも効無し〕
15　一　少年壮盛老衰、可異治事。〔少年壮盛老衰、異治すべき事〕
16　一　諸証先必可定血気之衰旺。〔諸証先づ必ず血気の衰旺を定むべし〕
17　一　男婦有尺寸之別診、気血之異治也。〔男婦に尺寸の別診、気血の異治有り〕
18　一　諸治有三問矣、是療疾之規矩也。〔証治に三問有り、是れ療疾の規矩なり〕
一上焦順痞　飲食多少　膈痰通否。〔一には上焦の順痞、飲食の多少、膈痰の通否〕
二中焦強弱　剋化遅速　膨膨緩急。〔二には中焦の強弱、剋化の遅速、膨脹の緩急〕
三下焦通塞　二便滑秘　元精強羸。〔三には下焦の通塞、二便の滑秘、元精の強羸〕
19　一　治腎虚、則診両尺、而可弁水火別補也。〔腎虚を治するときは、（＝、則ち）両尺を診て、水火の別補を弁ずべし〕
20　一　診女脈、則必先可決胎姙有無矣。〔女脈を診るには、（＝則ち）必ず先づ胎姙の有無を決すべし〕
21　一　諸病先明八要―虚実冷熱邪正内外―也。〔諸病先づ八要を明らかにす。虚実冷熱邪正内外なり〕
22　一　諸疾皆因陰陽偏勝、其治不過守中、是当流之奥義也。〔諸疾皆陰陽偏勝に因る、其の治　中を守るを過ぎず、是れ当流の奥義なり〕
23　一　兵者凶器也、薬者攻邪物也。〔兵は凶器なり、薬は邪を攻むる物なり〕
　　雖無毒平味之薬、無可攻之病則必不可用之、況於有毒偏気之薬也。
〔無毒平味の薬と雖も、攻むるべき病の無きときは（＝無ければ則ち）必ず之を用ふるべからず。況や有毒偏気の薬に於いてをや〕
24　一　諸熱即可弁燥湿。〔諸熱には即ち燥湿を弁ずべし〕
潔古曰、熱而尿不利湿熱、熱而尿利燥熱。
〔潔古曰、熱ありて尿（ゆばり）不利なるは湿熱、熱ありて尿（ゆばり）利なるは燥熱。〕
25　一　諸疾平愈、而後再発之時、或依初治、或依他療。〔諸疾平愈して、而る後再発の時、或いは初治に依り、或いは他療に依る〕
26　一　庸医悉重貴薬、軽賎味、当流不然。以中病貴之、以不中病賎之。〔庸医悉く貴薬を重んじ、賎味を軽んず、当流には然らず。病に中たるを以て之を貴とし、病に中たらざるを以て之を賎しとす〕
27　一　陰陽虚実、必可分別。〔陰陽虚実、必ず分別すべし〕
経曰、陽盛則外熱、陽虚則外冷。陰盛則内冷、陰虚則内熱。〔経に曰く、陽盛なるときは外熱し、陽虚するときは外冷ゆ。陰盛なるときは内冷え、陰虚するときは内熱す〕（＝経に曰く、陽盛んなれば則ち外熱し、陽虚すれば則ち外冷ゆ。陰盛なれば則ち内冷え、陰虚すれば則ち内熱す）
28　一　胃水穀之海、薬亦入胃、若胃気弱、則薬剤雖入胃、不能運化病処。故諸治助胃気之薬剤不可闕之。猶又可随胃之虚実耳。〔胃は水穀の海、薬も亦た胃に入る。若し胃気弱きときは、（＝ければ、則ち）薬剤胃に入ると雖も、病処を運化すること能わず。故に諸治は胃気を助くるの薬剤、之を闕くべからず。猶ほ又胃の虚実に随ふべきのみ〕
29　一　縁衛気栄血虚実、穀肉水液調養分別之事。〔栄衛気血の虚実に縁りて、穀肉水液調養分別の事〕
30　一　灸穴之枢要、可記臆。〔灸穴の枢要、記臆すべし〕
31　一　諸病不治之証、不順之脈。〔諸病不治の証、不順の脈〕
32　一　誤施診治、則莫憚改之。〔診治を誤施しては（＝、則ち）之を改むるに憚ること莫かれ〕
33　一　小児諸疾、不可定得効之可否也。〔小児諸疾、得効の可否を定むべからず〕
34　一　久病沈痼癖積癥瘕之類、頓不可求効之事。〔久病沈痼癖積癥瘕の類、頓かに効を求むべからざるの事〕
35　一　卒病暴患之丸散、預畜薬剤兼調和事。〔卒病暴患の丸散、預め薬剤を蓄へ兼ねて調和をすべき事〕
36　一　湯散丸之分別〔湯散丸の分別〕
37　一　薬剤七情之分別〔薬剤七情の分別〕
38　一　薬剤気味之弁察〔薬剤気味の弁察〕
39　一　生熟炮製不越法則〔生熟炮製、法則を越えず〕
40　一　銅鉄之禁忌不可侮之。〔銅鉄の禁忌、之を侮どるべからず〕
41　一　妊婦禁忌之薬味、并飲食之忌戒〔妊婦禁忌の薬味、并びに飲食の忌戒〕
42　一　三停之病食前食後之用薬〔三停の病、食前食後の用薬〕
43　一　岐加峻減、是下工也。〔岐加峻減、是れ下工なり〕
44　一　服薬之頃、要用同性同気之飲食。〔服薬の頃（あいだ）は、同性同気の飲食を用いんことを要す〕
45　一　単行奇方不能治大病痼疾。〔単行奇方、大病痼疾を治すること能はず〕
46　一　治諸虫之湯丸、自朔至五之頃而已用之。〔諸虫を治すの湯丸、朔自り五に至るの頃（あいだ）のみ之を用ゆ〕
47　一　湯丸之題銘、以薬名不可記之、以治徳可記焉。〔湯丸の題銘、薬名を以て之を記すべからず、治徳を以て記すべし〕
48　一　宜禁楮傍薬禁之飲食、可記之。并月禁不可闕之。〔宜禁の楮傍に薬禁の飲食、之を記すべし。并びに月禁之を闕くべからず〕
49　一　七方之分別　大小緩急奇耦復〔七方の分別　大小緩急奇耦復〕
50　一　十二剤之異治〔十二剤の異治〕
宣通神泄軽重渋滑燥湿寒熱〔宣・神・泄・軽重・渋滑・燥湿・寒熱〕
51　一　貴賎苦楽同病異治。〔貴賎苦楽、同病異治なり〕
52　一　諸疾平愈、即戒沐浴酒食矣。〔諸疾平愈して、即ち沐浴酒食を戒めよ〕
53　一　当年司天在泉、運気之虚実、六気之主客、粗可記臆事。〔当年の司天在泉、運気の虚実、六気の主客、粗ぼ記臆すべき事〕
54　一　泰定養生曰、岐黄問答医之法也／臨機応変医之意也
以医意用聖方非妄意也。〔『泰定養生』に曰く、岐黄問答、医の法なり。臨機応変、医の意なりと。医の意を以て聖方を用いるは、妄意に非ず〕
55　一　医家大法曰、治上必妨下、治下必妨上。〔医家大法に曰く、上を治するに必ず下を妨げず、下を治するに必ず上を妨げず〕
56　一　病脈相反聖規〔病脈相反するの聖規〕
経曰　病熱　　　

　　　泄而

　　　脱血

　　　汗後
脈　静
　　大

　　実

　　躁

此皆難治〔此れ皆難治〕
57　一　秤量之分別　広秤与半秤〔秤量の分別　広秤と半秤〕
大分小分之異〔大分小分の異〕
升合之分別〔升合の分別〕
尺寸之定〔尺寸の定〕
以上五十七事者、指南医工之規矩、療養患者之檃栝也。不為当流之門弟者、雖一事不可許之、誠活人之階梯也。非師弟相対授之、不得其妙旨矣。
元亀第二〔辛未〕年九月十三日、六十歳書焉

洛下　雖知苦戸　蓋静翁　道三
〔以上五十七事は、医工を指南するの規矩、患者を療養するの檃栝（いんかつ）なり。当流の門弟為らざる者には、一事と雖も之を許すべからず。誠に活人の（注１）階梯なり。師弟相対して之を授（注２）くるに非ざれば、其（注３）の妙旨を得ず〕
注１）手沢本（以前、北里医史研で閲覧させて頂いた）はここに「玄微治世之」５字がある。

注２）同上は「受」１字がある。

注３）同上は「其」字を欠くため、注２と考え合わせれば「師弟相対して之を授受するに非ざれば、妙旨を得ず」のような文章となる。
